
議会を傍聴しませんか

町民の生活に直結した重要な問題が審議されている議会は誰でも傍聴できます。団体での
傍聴も可能です。自分が選んだ議員がどのような発言をしているのか目の前で見ることがで
きます。

八峰町議会では町民の皆さまからの傍聴を心よりお待ちしております。
議会の開催日については、お知らせ版等でお知らせしています。
ぜひ、気軽にお越し下さい。

議会の傍聴方法
１．受付簿に住所、氏名、年齢をご記入のうえご着席ください。
２．傍聴にあたっては、次の事項についてお守りください。

●指定された出入口から出入し、指定された席にご着席ください。
●帽子等はお取りください。　　　　　●杖・傘及び棒類の携帯はできません。
●飲食、又は喫煙はできません。　　　●傍聴席以外の室には出入できません。
●議席には入らないでください。　　　●公然と可否を表明したり、騒がないでください。
●会議を妨げないように願います。　　●議場の秩序をみだす行為を禁じます。
●携帯電話は電源を切るかマナーモードにしてください。
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こ
の
度
、
議
会
傍
聴
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
12
月

18
日
に
議
会
定
例
会
の
一
般
質
問
を
傍
聴
い
た
し
ま
し

た
。
本
会
議
の
２
日
目
で
５
名
の
方
の
一
般
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。
我
々
住
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ら
れ
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内
で
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は
、
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達
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弁
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。

ま
た
、
議
員
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ん
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も
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深
く
「
突
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み
」
が
ほ
し
い
と
も
感
じ
た
と
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ろ
で
あ
り
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す
。
互

い
に
切
磋
琢
磨
し
、
我
々
納
税
者
の
立
場
か
ら
み
て
、

税
金
の
無
駄
遣
い
と
な
ら
な
い
よ
う
、
真
摯
で
活
発
な

議
会
を
期
待
し
ま
す
。

ま
た
、
機
会
が
あ
っ
た
ら
傍
聴
致
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。


